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農業農村情報通信環境整備準備会【活動イメージ】
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⽅針検討、推進体制、
概略構想づくり

ICT活⽤・情報通信環
境の必要性認識

＜各段階で⽣じる課題＞ ＜準備会の活動＞

（事業実施準備）
 ⽅針・体制・概略構想づくり⽀援
事例紹介、アドバイザー紹介
事業化のための概略構想の作成アドバ
イス

 事業申請⽀援
事業内容、要件、⼿続等の説明
事業計画書等の作成アドバイス

（事業実施中）
 先進地区事例・アドバイザー等紹
介
個別地区の課題に応じた先進地区事例、
アドバイザー等の紹介
※事業実施期間中における費⽤は事業主体が事業費
から⼿当

事業申請

＜情報通信環境整備の流れ＞

○情報通信環境の整備の推進を図るため、「農⼭漁村振興交付⾦（情報通信環境整備対策）」による
⽀援に加え、事業実施の検討・準備段階である地⽅⾃治体や農業者団体等に対し、情報通信環境整
備の普及・啓発、事業実施前〜実施中に⽣じる様々な課題への⽀援を実施。

助成

 地域の合意形成、調査・
計画づくり、施設整備に
あたって先進地区の情報
や相談できるアドバイ
ザーが必要。

 ウェブサイトによる情報発信・相
互共有
施策、事例、技術情報の発信

 地⽅キャラバン
ブロック別に関⼼ある地⽅⾃治体等を
対象に説明会・セミナー等を開催

 研修会・先進地視察等

普及・啓発
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施設整備費⽤

個別地区⽀援

 ICTで何ができる︖そのた
めに何が必要なの︖

 実際にどんな事例があ
る︖

 地域の将来にとって必要
な情報通信環境ってなん
だろう︖

 どんな体制・役割分担で
進めていったらいいんだ
ろう︖

 事業化にあたって概略構
想をつくる必要。

 国の事業を活⽤するには
どんな⼿続が必要︖要件
は︖



農業農村情報通信環境整備準備会【実施体制】
○農林⽔産省が事務局となり、農業農村分野、情報通信分野の知⾒・実績を有する⺠間事業者、先進
⾃治体等と連携して、地⽅⾃治体・農業者団体等を事業化に向けて準備段階から実施段階まで⽀援。

オブザーバー
関係省庁・都道府県・事業完了地区等

地⽅⾃治体、⼟地改良区、JA等

事業に関⼼

レベル３︓事業申請意向あり・構想
を策定したい

レベル２︓事業化意向あり・具体化
したい

レベル１︓関⼼あり・情報を得たい

ユーザー会員

参加

計画策定促進事業
補助事業者

共同運営

サポート会員

先進⾃治体等⺠間事業者

有識者 農業者団体等
全国組織

情報共有
普及啓発

ウェブサイト、キャラバン、
オンラインセミナー

研
修
会

講
習
会

相談

サポート・普及啓発

事務局

（地⽅農政局地域整備課）
本省地域整備課
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農業農村情報通信環境整備準備会【実施体制②】
○農林⽔産省が事務局となり、農業農村分野、情報通信分野の知⾒・実績を有する⺠間事業者、先進
⾃治体等と連携して、地⽅⾃治体・農業者団体等を事業化に向けて準備段階から実施段階まで⽀援。

⺠間事業者
■対象︓会の趣旨に賛同する農業農村分野、情報通信分野の知⾒・実績を有する事業者
■主な取組内容
（普及・啓発）
・最新技術、ユースケース等に関する情報提供
・研修会等での事例紹介
（個別地区⽀援）
・相談に対する助⾔
・調査・計画づくり、施設整備等に関するアドバイザー派遣
・専⾨分野を⽣かした個別地区の取組サポート（実施主体から要請に応じ）

先進⾃治体等
■対象︓情報通信環境整備、ＩＣＴ活⽤の先進的な取組を⾏っ
ている地⽅⾃治体等
■主な取組内容
（普及啓発）
・研修会・先進地視察等での事例紹介
（個別地区⽀援）
・個別の相談に対する助⾔
・地域の⽅針・体制づくりに関するアドバイザー派遣
・視察受⼊

有識者
■対象︓農業農村分野、情報通信分野に精通す
る学識経験者、実務経験者等
■主な取組内容
（個別地区⽀援）
・相談に対する助⾔
・地域の⽅針・体制づくり、調査・計画策定等
に関する検討会、ワークショップへの参画

農業者団体等全国組織
■主な取組内容
・傘下の団体からの取組事例等の情報収集
・傘下の団体への情報提供、普及・啓発 等

事務局
○事業主体等からの各種相談（準備会活動や事業
制度等）の受付等の⼀元的な対応



農業農村情報通信環境整備準備会【具体的な活動内容①】

①普及・啓発

情報発信・相互共有 地⽅キャラバン

研修会・先進地視察等

ウェブサイトへの主な掲載内容
準備会の紹介
構成員（サポート会員）の紹介
事例紹介
資料アーカイブ
⼊会案内
研修会等案内
よくある質問・回答
関係法令・施策等
⽤語集
技術・製品情報

地⽅ブロックごとに関⼼のある地⽅⾃治体等を
対象に情報通信環境整備の必要性や準備会の活
動内容等について説明。

ユーザー会員等（地⽅⾃治体、⼟地改良区、JA等）を対象に、
事業化に向けての段階に合わせた研修会や先進地視察等を開催

サポート会員等（⺠間事業者、都道府県、都道府県⼟地改良事
業団体連合会等）を対象にしたサポートに係る資質やコンサル
ティング技術の向上等の講習会を開催。



②個別地区⽀援

サポート
会員

 準備会事務局が個別地区⽀援を受けたい団体を募集。
 各地区の課題や取組の⽅向性を踏まえ、地区ごとにサポート会員から⽀援
チーム（とりまとめ役、サポート役）を構築。

 ⽅針検討や概略構想づくりなど、個別に⽀援を実施。

個別地区

⽀援チーム
※対象地区の課題や取組の⽅向性を踏まえ、
サポート会員から適切なメンバーを選定

⽅針検討、推進体制、
概略構想づくりなど
に対するサポート

農業農村情報通信環境整備準備会【具体的な活動内容②】

⽀援の概要

⽀援の流れ

①５⽉〜６⽉頃、事務局が個別地区⽀援を受けたい団体を募集。
②個別地区⽀援を希望する団体が応募。応募時にアンケートを実施し、
地域課題の明確化の状況など事業化に向けた熟度を確認。
（※応募により準備会にユーザー会員として⼊会）
③事業化に向けた熟度が⾼い団体を優先的に選出し、サポート会員向
けの個別地区説明会（オンライン。応募団体⾃ら説明）を実施。個別
地区⽀援に参加したいサポート会員（とりまとめ役 orサポート役）
を応募団体毎に募集。
④サポート会員は事務局に参加意向を報告。
⑤事務局から応募団体に参加意向のあったサポート会員を紹介。
⑥応募団体は、事務局と調整しつつ、メンバーの適否を判断し、事務
局に受⼊意向を連絡。
※とりまとめ役に複数の⽴候補があった場合は、応募団体が１者を指名。

⑦事務局がとりまとめ役・サポート役に⽀援を依頼し⽀援チーム構築。
⑧とりまとめ役主導で他のサポート役と調整しつつ、応募団体との打
合せや現地調査等の⽀援を開始し、地域課題解決のための対策等を⽀
援チームから提案。応募団体の概略構想の策定を⽀援。
⑨とりまとめ役はサポート実績の報告書を作成し、事務局に提出。

応募団体
ユーザー
会員

事務局
（補助事業者※）

①募集
②応募

③説明会開催

③説明

④参加意向
⑤紹介

とりまとめ役
サポート役

⑧⽀援開始
・打合せ
・現地調査
・対策提案等

概略構想の策定⽀援

⑨報告書提出

⽀援チーム

⑥受⼊意向
⑦⽀援依頼

※準備会の共同運営等を⾏う計画策定促進事業の補助事業者



●今年度の個別地区⽀援の申込は終了していますが、⼊会については常時受け付けています。
各種イベント・セミナーのご案内やメルマガ等で情報発信させていただきます。
・令和７年２⽉時点の会員数
サポート会員︓157団体（⺠間事業者143社、先進⾃治体4団体、団体等10団体）
ユーザー会員︓83団体（地⽅公共団体50団体、⼟地改良区24団体、その他団体9団体）
オブザーバー︓総務省

●⼊会に係る問合わせ先
農林⽔産省地域整備課︓nntsushin_jyunbikai@maff.go.jp

●農業農村情報通信環境整備準備会ホームページ ⇒
https://nn-tsushin.jp

農業農村情報通信環境整備準備会【⼊会⽅法】

○⼊会を希望される⽅はまずはお問合せください。準備会の⽬的、活動等について改めてご案内いた
します。その内容にご賛同、ご協⼒いただける場合は、併せてご案内する⼊会申込書を提出するこ
とにより申込いただけます。


